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日（
月
）で
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中
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に
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納
税
通
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書

を
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ま
す
の
で
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の
方
法
で
納
付

し
て
く
だ
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い
。

　
納
税
通
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に
は
第
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期
分
と
第

２
期
分
の
納
付
書
が
同
封
さ
れ
ま
す

の
で
、
納
付
に
あ
た
っ
て
は
納
付
書
を

お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 • 
お
近
く
の
県
税
事
務
所
、
金
融
機

　
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納

　
付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下  

　
で
、
取
扱
期
限
内
の
も
の
に
限
る
）  

　
等
で
の
納
付

 • 

Ｐ
ａ
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ｅ
ａ
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（
ペ
イ
ジ
ー
）

　
に
対
応
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
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を

　
利
用
し
て
納
付

 • 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

　
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

 • 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
（
Ｐ
ａ
ｙ

　
Ｂ
）に
よ
る
納
付

※

領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、
金
融

　
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。）

　
ま
た
は
県
税
事
務
所
の
窓
口
、コ
ン

　
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
納
付
し

　
て
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
、
県
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
西
尾
張
県
税
事
務
所 

県
民
税
・
事
業
税
第
２
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
５
８
６（
４
５
）３
１
６
９
　

　
　https://w

w
w
.pref.aichi.jp/

　
　soshiki/zeim
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税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
会

　
東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属
の

税
理
士
に
よ
る
、
無
料
税
務
相
談
会

を
行
い
ま
す
。相
続
税
、
贈
与
税
に
関

す
る
相
談
、
税
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い

こ
と
、
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方
な
ど
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き
　
８
月
14
日（
水
）午
後
２
時
〜

４
時（
１
人
30
分
以
内
）

と
こ
ろ
　
役
場 

会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
の
予
約
制
で
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
開
催
日
の
前
日
ま
で
に

税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

 • 

申
告
書
の
作
成
に
関
す
る
相
談
会

　
で
す
の
で
、税
額
に
関
す
る
内
容
に

　
つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
申
告
書
等
の

　
税
務
書
類
の
作
成
も
行
い
ま
せ
ん
。

 • 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
５
・
１
７
６

国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
要
件
、

限
度
額
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
合
わ

せ
、
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

改
正
の
概
要

❶
減
額
対
象
と
な
る
所
得
基
準
の

　
引
き
上
げ

　
国
保
税
額
算
定
の
基
礎
と
な
る
世

帯
の
合
計
所
得
が
一
定
の
基
準
以
下

の
場
合
、所
得
に
応
じ
て
人
数
に
か
か

る
均
等
割
と
世
帯
に
か
か
る
平
等
割

が
７
割
、５
割
、２
割
の
割
合
で
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、こ
の
う
ち
５
割

と
２
割
の
軽
減
を
判
断
す
る
基
準
額

を
見
直
し
、
対
象
と
な
る
範
囲
を
拡

大
し
ま
し
た
。

５
割
軽
減
　
前
年
所
得
合
計
が

　
33
万
円
＋
27
万
５
千
円×

被
保

　
険
者
数
以
下
の
世
帯
が
対
象

　
↓
28
万
円
に
改
正

２
割
軽
減
　
前
年
所
得
合
計
が

　
33
万
円
＋
50
万
円×

被
保
険
者

　
数
以
下
の
世
帯
が
対
象

　
↓
51
万
円
に
改
正

※

軽
減
判
定
所
得
に
は
、
被
保
険
者

　
全
員
の
所
得
に
加
え
て
、
国
民
健

　
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯

　
主
の
所
得
も
含
ま
れ
ま
す
。被
保

　
険
者
数
に
は
、
同
じ
世
帯
の
中
で

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
か
ら

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に

　
移
行
し
た
方
を
含
み
ま
す
。

❷
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

　
基
礎（
医
療
）分
を
３
万
円
引
き
上

げ
ま
し
た
。

　
基
礎（
医
療
）分
　
58
万
円
↓
61
万
円

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課 

　
内
線
１
７
０

問合せ先　〔国民健康保険税・後期高齢者医療保険料〕　役場　保険医療課　内線 170
　　　　　〔介護保険料〕　役場　民生課　内線 115・187

※年金からの天引き（特別徴収）対象の方につきましては、これまでと変更はありません。

　令和２年度から普通徴収の方の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料は暫
定賦課（４月）を廃止し、納期を確定賦課の７月から翌年２月までの８回とします。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納期が変わります

問合せ先　役場　民生課　内線 115・187

軽減強化が行われるのは、保険料第１段階から第３段階(住民税非課税世帯)の方の保険料です。
■平成31年度以降の保険料および保険料率

　令和元年10月の消費税率10％への引上げに合わせて、平成31年度の保険料から軽減強化が行わ
れます。

低所得者の介護保険料が軽減されます

↓

【平成31年度まで】

【平成30年度】 【平成31年度】

納期 ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料

期別 １期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

算定 暫定賦課 確定賦課

→

【令和２年度から】

納期 ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料

期別

段階

第1段階 28,000円 0.45

43,600円 0.70

0.7546,800円

第2段階

第3段階

年額保険料 保険料率 段階

第1段階 23,400円 0.375

35,800円 0.575

0.72545,200円

第2段階

第3段階

年額保険料 保険料率

１期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

算定 暫定賦課廃止 確定賦課
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